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２０１４（平成２６）年１０月６日（月） 

 

１．以下
い か

の「資格
し か く

基準
きじゅん

」にあてはまる生徒
せ い と

は、年度
ね ん ど

当初
とうしょ

納入
のうにゅう

した「安全
あんぜん

振興会
しんこうかい

」

の会費
か い ひ

（１２００円
えん

）が 減額
げんがく

となります。 
 

２．会費
か い ひ

の２分
ぶん

の１が減額
げんがく

されますので、６００円
えん

が後
のち

ほど「各自
か く じ

の年次費
ね ん じ ひ

の中
なか

」に戻る
も ど る

ことになりますが、申請
しんせい

を受けるためには、それぞれの

証明書
しょうめいしょ

を役所
やくしょ

でもらう必要
ひつよう

があります。証明書
しょうめいしょ

をもらうために、交通費
こうつうひ

がかかり、赤字
あ か じ

になる可能性
かのうせい

もあります。 
 

３．必要
ひつよう

な出費
しゅっぴ

金額
きんがく

と返金
へんきん

の６００円
えん

との差額
さ が く

を計算
けいさん

し、少し
す こ し

でもプラス
ぷ ら す

に

 なり、申請
しんせい

を希望
き ぼ う

する生徒
せ い と

は、職員室
しょくいんしつ

に来て、最初
さいしょ

に「担当
たんとう

の小曽根
お ぞ ね

」

 から「申請書
しんせいしょ

」を受
う

けとって下
くだ

さい。そして必要
ひつよう

事項
じ こ う

を記入
きにゅう

し、証明書
しょうめいしょ

を

 添
そ

えて、申
もう

し出
で

て下
くだ

さい。 

 

 
 

              会費減額申請資格基準  

 

 この基準において、本会の会費減額に係る運営規則第10条の対象とする場合は、次の

各号に定める者とする。  

 (1) 県立学校の入学検定料等の徴収に関する条例施行規則（昭和33年神奈川県教育 

委員会規則第7号）第7条第1項の規定により入学検定料等が免除される者  

①経済の主体をなしている者が、当該年度中に災害を受け、又は、保護者の死亡、  

傷病等により、地方税法（昭和25年法律第226号）の規定により、市町村民税 

の所得割が非課税となる総所得金額等（以下「非課税限度額」という。）の 
1.5倍以下となる者  

   ②生活保護法に基づく保護を受けている者  

   ③生活保護法に基づく保護を受けている者に準ずる者で、地方税法の規定により  

    市町村民税の所得割を納付していない者  

 (2) ①県立学校の入学検定料等の徴収に関する条例施行規則第7条第3項の規定に  

          より入学検定料等を免除される者  

        ②児童福祉法に基づく措置を受け、児童福祉施設に入所している者等  

 

☆「申請書」と各「証明書」の提出しめきり  １０月１７日（金）  

担当  小曽根  


